
共
同
研
究
室

昭
和
四
十
年
度
第
九
回
研
究
会
（
十
一
月
五
日
）

　
　
　
　
▼
テ
ー
マ
　
「
日
本
帝
国
主
義
の
朝
鮮
支
配
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
報
告
者
　
後
藤
　
靖
氏

報
告
要
旨

－
　
朝
鮮
支
配
の
特
徴

　
日
露
戦
後
の
朝
鮮
支
配
、
と
り
わ
け
朝
鮮
併
合
の
過
程
は
、
日
本
帝

因
主
義
の
植
民
地
支
配
の
原
型
を
な
す
。
概
括
的
に
い
え
ぼ
、
李
王
朝

の
立
脚
す
る
国
家
的
封
建
土
地
所
有
を
寄
生
地
主
・
小
作
関
係
と
い
う

半
封
雄
的
土
地
所
有
に
編
成
が
え
し
、
そ
れ
を
固
定
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
天
皇
例
権
力
の
物
的
基
礎
を
補
強
し
、
軍
閥
・
官
僚
の
政
治
的

支
配
権
を
拡
大
・
強
化
し
た
。
か
か
る
支
配
構
造
は
、
そ
れ
臼
体
、
天

皇
制
絶
対
主
義
Ｈ
日
本
帝
国
主
義
の
内
部
構
遊
の
矛
屑
－
工
藻
に
お
け

る
独
上
］
化
の
逃
行
と
寄
生
地
主
例
の
拡
大
に
と
も
な
う
国
内
市
場
の
一

胴
の
狭
晦
化
１
の
深
ま
り
を
国
内
的
要
囚
と
し
て
い
た
。

レ
り
　
支
削
の
過
杜

　
い
ま
七
要
な
班
件
を
年
表
風
に
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
・
明
治
三
十
八
年
十
一
月
十
七
日
　
犯
二
次
〔
帷
協
約
締
結
。
十
二

　
　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
　
室

月
　
統
監
府
官
制
公
布
、
伊
藤
博
文
初
代
統
監
に
任
命
さ
れ
る
。

・
明
治
三
十
九
年
十
月
　
韓
国
駐
割
軍
司
令
部
条
例
を
制
定
し
、
憲

兵
隊
を
常
置
す
。

・
明
治
四
十
年
七
月
二
十
四
日
　
第
三
次
日
韓
協
約
締
結
に
よ
り
、

内
政
全
般
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
獲
得
。
十
月
の
勅
令
第
三
二
三
号
に

よ
り
、
韓
国
駐
剖
憲
兵
は
、
憲
丘
一
の
本
来
の
主
務
た
る
軍
事
警
察

を
兼
務
と
Ｌ
、
本
来
兼
務
た
る
べ
き
「
治
安
維
持
に
関
す
る
警
察
」

を
主
務
と
す
る
軍
事
警
察
支
配
の
某
本
方
針
を
確
定
す
（
「
朝
鮮

憲
兵
政
治
」
開
始
）
。

・
明
治
四
十
二
年
七
月
　
廟
議
で
軸
鮮
併
合
を
決
定
。
十
月
に
伊
藤

博
文
ハ
ル
ピ
ン
に
て
暗
殺
さ
れ
、
ま
た
、
十
二
月
韓
国
総
理
大
臣

季
完
用
負
傷
す
。
こ
の
二
大
事
件
は
韓
国
併
合
を
促
遊
さ
せ
た
。

・
明
治
四
十
三
年
五
月
　
昧
柵
寺
内
正
毅
は
班
職
の
ま
ま
榊
国
統
輪

を
兼
任
し
、
京
城
に
赴
任
し
、
頁
ち
に
政
治
納
杜
の
禁
止
．
解
故

を
指
令
。

・
明
治
四
十
三
年
八
月
二
十
二
い
　
Ｈ
淋
併
合
条
約
閉
印
。
勅
令
に

　
よ
り
断
行
し
、
因
八
ム
に
は
か
ら
す
。

・
明
治
四
十
三
年
九
川
　
刺
鮒
航
剖
忠
兵
条
例
及
び
刺
鮒
総
仔
府
竹

　
例
々
定
。
十
月
寺
内
総
杵
に
任
命
さ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
一
　
（
六
八
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
五
号
）

　
　
朝
鮮
総
督
府
官
制
の
性
格
。

　
　
　
¢
総
督
へ
の
政
治
権
力
の
集
中
（
政
務
総
理
権
・
出
兵
請
求
権

　
　
　
　
・
制
令
制
定
権
等
）
。

　
　
　
　
総
督
武
官
専
任
制
（
陛
海
軍
大
将
の
み
。
大
正
八
年
ま
で
）
。

　
　
　
　
総
督
は
天
皇
に
直
属
し
、
天
皇
の
委
任
の
わ
く
内
で
陸
海
軍

　
　
　
　
の
統
卒
権
を
与
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
「
サ
ー
ベ
ル
式
の
警
察
政
治
を
も
っ
て
一
切
を
圧
迫
し
了
せ
ず
ん

　
　
ぼ
や
ま
ず
。
日
本
人
に
対
し
て
武
断
政
治
の
秘
密
を
知
り
、
若
く

　
　
は
之
に
反
抗
す
る
者
あ
れ
ぼ
、
ほ
と
ん
ど
足
を
朝
鮮
に
留
む
る
能

　
　
は
ざ
ら
し
め
る
の
み
な
ら
ず
、
甚
し
き
は
地
方
旅
行
に
さ
い
し
て

　
　
之
を
密
殺
し
、
病
気
の
体
に
し
て
臓
化
し
さ
る
こ
と
往
々
あ
り
」
。

　
　
ま
た
「
長
州
網
に
入
れ
る
者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
要
路
に
立
っ
能
は
ざ

　
　
ら
し
め
、
其
進
退
褒
距
亦
一
に
己
れ
の
好
悪
に
任
す
の
有
様
に
し

　
　
て
、
名
は
朝
鮮
総
督
府
と
言
ふ
も
実
際
は
陸
軍
劣
の
分
身
た
る
形

　
　
あ
り
」
（
概
崎
鷲
城
著
『
薩
の
海
軍
、
長
の
陀
軍
』
）
。

　
こ
う
し
た
支
紀
過
程
は
、
必
然
的
に
、
困
内
に
お
い
て
も
棚
鮮
人
民

か
ら
も
抵
抗
を
よ
び
お
こ
し
た
。
た
と
え
ぼ
、
朝
鮮
人
民
は
、
明
治
四

十
年
七
月
頃
か
ら
武
装
蜂
起
し
、
こ
の
年
、
反
乱
軍
五
万
名
は
日
本
軍

と
三
二
〇
余
回
に
及
ぶ
交
秋
を
行
い
、
四
十
一
年
に
は
七
万
名
が
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二
　
（
六
八
六
）

○
余
回
、
四
十
二
年
に
は
二
万
八
千
名
が
実
に
九
五
〇
回
に
及
ぶ
低
抗

闘
争
を
行
っ
た
。

日
　
経
済
的
支
配
過
程

　
↑
○
　
土
地
制
度
の
改
革

　
　
　
明
治
四
十
三
年
九
月
か
ら
土
地
調
査
事
業
を
開
始
し
、
大
正
元

　
　
年
八
月
土
地
調
査
令
の
発
布
に
よ
っ
て
土
地
改
革
は
本
格
す
る
。

　
　
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
後
述
の
皿
を
参
照
の
こ
と
。
そ
の
ね
ら
い

　
　
は
、
半
封
建
的
土
地
所
有
関
係
の
創
出
で
あ
り
、
天
皇
制
権
力
の

　
　
物
質
的
基
礎
の
補
強
に
あ
っ
た
。

け
　
鉄
道
・
港
湾
・
電
信
施
設
を
強
力
に
お
し
す
す
め
、
棚
鮮
人
民

　
　
の
民
族
的
低
抗
を
抑
正
す
る
物
的
条
件
を
整
蜻
す
る
と
と
も
に
、

　
　
満
州
・
シ
ベ
リ
ヤ
の
侵
略
基
地
化
を
ね
ら
っ
た
。

い
　
金
融
機
関
の
整
燃

　
　
明
治
四
十
二
年
雌
国
銀
行
を
設
立
し
、
四
十
四
年
に
は
棚
鮮
銀

　
行
と
改
称
し
て
、
目
本
政
府
の
特
殊
金
融
機
関
化
し
た
ぼ
か
り
で

　
　
た
く
、
通
貨
制
度
を
日
本
本
国
と
同
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
日
本
の
国
内
市
場
に
強
制
的
に
」
納
入
し
た
。

Ｈ
反
工
業
化
政
策

　
　
八
ム
杜
令
制
定
に
よ
っ
て
会
杜
設
立
を
許
可
制
と
し
、
民
侠
費
本



　
　
の
台
頭
を
抑
圧
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
点
は
、
日
本
の
台
湾
支
配

　
　
や
満
州
の
植
民
政
策
と
根
本
的
に
異
る
。
日
本
は
、
朝
鮮
を
農
業

　
　
国
と
し
て
停
滞
せ
Ｌ
め
、
内
地
へ
の
食
糧
お
よ
び
原
料
供
給
地
と

　
　
し
て
固
定
化
し
、
日
本
の
資
本
制
商
品
の
販
売
市
場
化
す
る
こ
と

　
　
を
ね
ら
っ
た
。
ち
な
み
に
、
大
正
二
年
の
工
場
数
五
三
二
、
職
工

　
　
数
二
万
一
千
、
生
産
額
二
、
七
九
〇
万
円
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
資

　
　
本
総
額
三
、
三
七
〇
万
円
の
う
ち
日
木
人
の
賓
本
所
有
比
率
は
七

　
　
九
・
五
％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
台
湾
に
お
い
て
は
、

　
　
大
正
三
年
に
工
場
数
三
一
、
資
本
金
総
額
一
〇
、
二
一
〇
万
円
で

　
　
あ
っ
た
し
、
滴
鉄
の
資
本
金
は
二
億
に
達
し
て
い
た
。

○
小
括

　
口
木
の
刺
鮮
植
民
地
化
の
特
微
は
、
政
治
的
に
は
軍
事
的
．
侵
略
的

天
皇
制
絶
対
十
工
籏
の
支
剛
権
の
拡
大
化
で
あ
り
、
維
済
的
に
は
、
因
内

に
お
け
る
半
封
迷
的
宋
父
長
例
的
農
業
構
造
（
地
主
小
係
関
係
）
を
移

枕
し
て
、
天
皇
側
困
宋
の
牝
貰
的
基
礎
を
補
倣
す
る
と
と
も
に
、
よ
う

や
く
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
独
占
資
木
の
高
利
澗
確
保
を
体
側
的
に
保
訂

し
た
点
に
あ
る
。

皿
　
土
地
所
有
関
係
の
改
変

　
い
木
帝
国
主
韮
の
刺
糾
支
配
の
特
微
的
過
秋
は
、
旧
来
の
土
地
所
有

　
　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
　
室

関
係
の
強
制
的
破
壌
と
編
制
が
え
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
帝
国
主
義
が
朝
鮮
を
併
合
す
る
直
前
の
李
王
朝
末
期
の
土
地
所
有

制
度
は
、
国
家
的
封
建
土
地
所
有
で
あ
っ
た
。
直
接
生
産
者
た
る
農
民

は
土
地
を
占
有
し
て
個
別
経
営
を
い
と
た
み
、
国
塚
に
た
い
Ｌ
て
封
建

地
代
を
お
さ
め
て
い
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
国
家
的
封
建
土
地
所
有
は
、

土
地
調
査
事
業
が
開
始
さ
れ
る
以
前
か
ら
徐
々
に
く
ず
れ
は
じ
め
、
土

地
調
査
事
業
に
よ
っ
て
決
定
的
に
再
編
さ
れ
た
。

レ
り
　
高
利
貸
に
よ
る
土
地
収
奪

　
高
利
貨
に
よ
る
土
地
収
奪
は
、
第
丁
二
表
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

土
地
調
査
事
業
以
前
に
、
す
で
に
進
行
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
証
明

す
る
い
く
っ
か
の
デ
ー
タ
ー
を
あ
げ
よ
う
。

　
・
「
従
来
外
国
人
の
土
地
を
所
有
す
る
は
居
儲
地
附
近
十
韓
里
を
眼

　
　
り
て
此
の
以
外
に
出
づ
る
能
は
ざ
り
し
な
り
。
然
る
に
近
来
日
本

　
　
人
の
深
く
内
地
に
入
り
て
所
有
す
る
も
の
を
見
る
に
、
何
れ
も
文

　
　
記
（
地
券
）
の
収
奪
を
以
て
事
を
決
行
し
、
或
は
土
地
を
抵
当
と

　
　
し
て
貸
借
す
る
に
装
ひ
て
文
記
を
納
め
、
或
は
一
定
年
映
の
地
上

　
　
権
を
得
ん
と
し
て
、
公
然
、
文
記
を
授
受
す
」
（
『
韓
国
土
地
般
業

　
　
調
査
報
告
』
）

　
・
「
閉
城
に
於
け
る
〔
木
人
令
伐
業
者
の
多
き
こ
と
は
誠
に
一
驚
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
二
　
（
六
八
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
五
号
）

値
す
べ
ぎ
も
の
に
し
て
、
在
住
民
の
八
～
九
割
は
、
韓
人
に
向
て

高
利
貸
を
な
す
を
以
て
営
業
と
せ
り
。
日
本
人
の
金
貸
を
業
と
す

　
る
も
の
多
ぎ
は
、
独
り
開
城
府
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
近
時
郁
邑
至

　
る
所
、
日
本
人
足
跡
の
及
ぶ
所
、
内
職
に
も
あ
れ
専
業
に
も
あ
れ
、

必
ず
之
等
類
属
の
在
ら
ざ
る
な
し
」
（
同
上
）

・
「
抵
当
の
期
問
は
百
日
を
越
え
ず
、
貨
付
の
金
額
は
其
価
格
の
半

額
と
す
。
利
忠
は
二
分
よ
り
六
分
ま
で
の
範
囲
に
あ
り
、
利
上
げ

は
三
度
ま
で
承
諾
し
、
四
度
目
は
拒
絶
す
」
（
『
碑
国
不
動
産
に
関

す
る
調
布
記
鎌
』
）
。

・
貨
金
は
「
主
と
し
て
ｎ
家
食
概
の
為
め
に
金
融
を
要
す
る
も
の
に

し
て
、
肥
料
・
農
具
の
購
人
の
為
に
特
に
資
企
を
袋
す
る
に
あ
ら

ず
、
斯
く
し
て
附
金
の
返
済
を
な
す
も
の
は
、
十
巾
五
六
乃
至
七

八
に
し
て
、
他
は
抵
当
流
れ
と
な
る
」
（
『
韓
国
農
茱
論
」
）
。

・
「
八
。
Ｈ
ま
で
邦
人
に
し
て
彼
地
に
土
地
を
所
有
せ
る
も
の
は
、
売

…
以
の
取
引
に
よ
り
て
所
有
権
を
取
得
し
た
る
も
の
は
少
た
く
、
少

く
は
貨
企
の
抵
凸
と
し
て
其
元
利
金
の
返
済
を
受
け
ざ
る
が
故
に
、

仮
に
地
上
収
獲
物
の
収
納
帷
を
保
有
せ
る
も
の
の
伽
し
。
左
れ
ぼ
、

共
代
価
と
も
児
る
べ
き
貸
付
元
企
は
、
抵
当
物
に
対
す
る
六
掛
若

く
は
七
掛
の
剖
合
に
し
て
、
決
し
て
之
を
以
て
土
地
の
売
汽
価
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
四
　
（
六
八
八
）

　
　
と
見
る
べ
か
ら
ず
」
（
『
韓
国
産
業
視
察
報
告
書
』
）
。

　
こ
の
よ
う
な
、
高
利
貸
的
収
奪
に
た
い
す
る
法
的
柑
置
が
、
明
治
三

十
九
年
の
「
土
地
家
屋
託
明
規
則
」
お
よ
び
「
土
地
家
屋
典
当
規
則
」

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
的
柑
置
は
、
一
応
、
農
民
的
土
地
保
有
性
を
確

定
寸
る
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
保
有
権
Ｈ
「
文
記
」
が

高
利
貸
の
抵
当
物
件
と
Ｌ
て
法
的
な
有
効
性
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
意
凶
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
、
こ
の
法
的

柑
置
は
、
ま
さ
に
、
日
本
人
「
在
住
民
の
八
～
九
割
」
を
占
め
る
「
金

貨
業
者
」
が
「
六
掛
若
く
は
七
掛
の
割
合
」
で
「
抵
当
物
」
を
収
得
す

る
こ
と
を
保
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
注
な
す
べ
き
こ
と
は
、

こ
れ
ら
の
法
的
推
置
が
日
雌
併
合
以
前
に
、
武
力
を
背
景
と
す
る
偉
因

統
監
府
の
圧
力
の
も
と
に
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

第
三
表
の
明
治
四
十
二
年
の
樺
国
政
府
部
内
の
日
本
人
官
吏
が
多
放
に

上
っ
て
お
り
、
し
か
も
度
支
部
（
大
蔵
関
係
）
や
法
部
に
き
わ
め
て
多

く
の
高
級
官
吏
が
腋
囎
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

日
　
東
洋
拓
破
会
杜
の
制
設

　
明
治
四
十
一
年
八
月
二
十
七
］
の
東
洋
拓
腹
八
ム
杜
法
の
公
布
は
、
棚

鮎
支
配
方
式
の
火
本
型
を
決
定
づ
け
た
。
そ
の
た
め
の
準
燃
過
程
は
、

雄
困
政
府
に
雇
わ
れ
た
日
本
人
官
吏
の
子
に
よ
っ
て
、
着
々
と
遊
め
ら

■



れ
て
い
た
。

い
国
有
地
の
形
成

　
　
　
明
治
三
十
七
年
大
蔵
省
目
賀
田
主
税
局
長
が
財
政
顧
問
と
し
て

　
　
赴
任
し
、
直
ち
に
財
源
確
保
を
名
目
と
し
て
、
　
「
隠
結
調
査
」
と

　
　
国
有
財
産
の
整
理
に
着
手
し
た
。
こ
の
二
つ
の
事
業
は
、
一
方
で

　
　
は
、
封
建
貢
租
の
徴
収
源
を
い
ち
ぢ
る
し
く
増
し
、
他
方
で
は
、

　
　
民
有
地
を
強
制
的
に
国
有
地
に
編
入
し
、
や
が
て
明
確
化
さ
れ
る

　
　
私
的
所
有
と
国
家
的
所
有
と
の
区
分
の
前
提
条
件
を
つ
く
り
だ
し

　
　
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
再
び
後
で
述
べ
る
。

　
○
　
東
洋
拓
旗
会
杜

　
　
　
東
洋
拓
殖
会
杜
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
ひ
め
て
い
た
か
は
、
そ

　
　
の
設
立
趣
意
書
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
　
「
両
国
政
府
蛮
に
見
る
所

　
　
あ
り
。
韓
国
に
於
て
拓
殖
事
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
杜

　
　
を
設
て
、
日
本
政
府
は
之
に
一
定
期
問
相
当
額
の
補
給
を
為
し
、

　
　
韓
国
政
府
は
事
業
用
地
の
一
部
に
供
す
る
為
、
国
有
地
を
出
資
し
、

　
　
以
て
同
国
の
資
源
開
発
植
産
振
興
に
当
ら
し
め
、
我
国
よ
り
善
良

　
　
な
る
農
民
を
移
植
し
、
進
歩
せ
る
農
法
の
範
を
示
す
と
共
に
、
企

　
　
業
者
に
対
し
て
は
低
利
な
る
資
金
を
供
給
し
て
拓
殖
事
業
に
資
せ

　
　
し
む
る
こ
と
と
な
れ
り
云
々
」
。

　
　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
　
室

　
　
こ
こ
で
も
く
ろ
ま
れ
て
い
る
の
は
、
東
洋
拓
殖
会
杜
に
よ
る
国

　
有
地
の
収
奪
で
あ
り
、
こ
の
収
奪
し
た
土
地
に
日
本
の
農
民
を
移

　
植
し
て
、
地
主
小
作
関
係
の
模
範
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で

　
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
国
内
に
お
け
る
資

　
本
主
義
の
発
展
と
地
主
制
と
の
矛
盾
を
緩
和
し
、
徐
々
に
進
行
し

　
　
は
じ
め
た
日
本
農
業
の
危
機
を
打
開
し
よ
う
と
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
と
も
あ
れ
、
韓
国
政
府
は
、
強
制
的
に
割
り
当
て
ら
れ
た
出
資
金

　
額
三
〇
〇
万
円
に
相
当
す
る
田
畑
各
々
五
、
七
〇
〇
町
歩
を
提
供

　
　
し
た
。
東
洋
拓
殖
会
杜
は
、
明
治
四
十
二
年
に
は
一
一
、
○
○
○

　
　
町
歩
、
大
正
三
年
に
は
六
五
、
三
九
五
町
歩
、
大
正
七
年
に
は
六

　
　
九
、
八
九
五
町
歩
を
所
有
す
る
朝
鮮
最
大
の
土
地
所
有
者
と
し
て

　
　
現
わ
れ
た
（
『
東
拓
十
年
史
』
三
四
～
四
二
頁
お
よ
び
第
一
表
参

　
　
照
）
。

Ｃ
　
土
地
調
査
事
業

　
ま
え
に
い
っ
た
よ
う
に
、
土
地
調
査
事
業
は
明
治
四
十
一
二
年
九
月
か

ら
実
貫
的
に
は
着
手
さ
れ
、
大
正
元
年
八
月
の
土
地
調
奄
令
発
布
に
よ

っ
て
本
格
化
す
る
。
い
ま
、
そ
の
過
程
を
年
表
風
に
示
す
と
次
の
よ
う

に
た
っ
て
い
る
。

　
．
明
治
三
十
七
年
八
月
　
〔
木
政
府
は
李
靭
に
た
い
し
て
財
政
顧
閉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五
　
（
六
八
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
五
号
）

　
を
傭
贈
さ
す
。

．
明
治
三
十
八
年
財
政
顧
問
の
手
に
よ
っ
て
土
地
調
査
の
準
備
事

　
務
完
了
。
土
地
調
査
局
開
設
さ
れ
、
土
地
調
査
技
術
伝
習
の
た
め

　
日
本
人
技
師
派
遺
。
大
邸
及
び
平
壊
に
量
地
課
出
張
所
設
置
さ
る
。

．
明
治
三
十
九
年
　
　
「
土
地
建
物
証
明
規
則
」
（
十
月
）
お
よ
び
「
土

　
地
建
物
典
当
執
行
規
則
」
（
十
二
月
）
を
公
布
し
て
、
外
国
人
Ｈ
日

　
本
人
の
土
地
所
有
に
た
い
す
る
制
約
を
除
去
す
る
と
と
も
に
私
的

土
地
所
有
権
を
法
認
す
。

．
明
治
四
十
二
年
十
一
月
　
京
畿
道
富
平
郡
で
試
験
的
に
土
地
調
査

施
行
。

．
明
治
四
十
三
年
三
月
　
韓
国
政
府
度
支
部
の
下
に
土
地
調
査
局
を

設
置
。

・
明
治
四
十
三
年
八
月
　
日
韓
併
合
調
印
。
九
月
　
日
本
勅
令
第
三

　
ニ
ハ
号
で
「
臨
時
土
地
調
査
局
」
を
設
置
。

・
明
治
四
十
四
年
六
月
　
「
朝
鮒
森
林
法
・
同
施
行
法
規
則
」
発
布
。

　
　
　
　
　
　
七
月
　
　
「
官
有
財
産
管
理
規
則
」
発
布
。

　
　
　
　
　
　
十
月
　
　
「
駅
屯
土
収
入
収
納
規
則
」
発
布
、
、

．
閉
治
四
十
五
年
三
月
　
「
朝
鮮
民
事
会
」
・
「
朝
鮮
不
動
産
証
明
令

　
・
同
施
行
規
則
」
お
よ
び
「
刺
鮒
不
動
産
令
・
同
施
行
規
則
」
発

布
。

五
月

八
月

二
二
六
　
（
六
九
〇
）

「
国
有
森
林
山
野
保
護
規
則
」
発
布
。

「
土
地
調
査
令
」
・
「
高
等
土
地
調
査
委
員

会
官
制
」
公
布
。

と
い
う
足
取
り
で
あ
る
。

　
こ
の
一
連
の
土
地
に
か
ん
す
る
法
規
は
、
っ
ぎ
の
こ
と
を
そ
の
目
的

と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
　
「
数
百
年
来
素
乱
を
極
め
て
殆
ん
と
其
の

経
紀
な
く
、
歴
代
の
枇
治
と
相
倹
ち
て
其
の
関
係
益
々
錯
綜
し
、
永
く

弊
政
の
素
地
を
為
し
た
る
」
　
「
土
地
制
度
」
及
び
「
地
税
制
度
」
を
改

革
し
、
　
「
土
地
所
有
権
の
確
認
と
地
税
賦
課
の
整
理
」
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
「
統
治
の
基
礎
」
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
（
朝
鮮
総
督
府
土

地
調
査
局
『
朝
鮮
土
地
調
査
事
業
報
告
書
』
大
正
七
年
）
。
　
だ
か
ら
、

こ
こ
で
は
二
っ
の
こ
と
が
志
向
さ
れ
て
い
た
わ
げ
で
あ
る
。
・
一
っ
は
、

「
地
税
」
確
保
の
た
め
に
土
地
所
有
老
Ｈ
地
税
義
務
老
を
確
定
す
る
こ

と
、
第
二
は
「
土
地
所
有
権
」
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
土

地
の
移
動
を
明
確
に
し
地
主
的
土
地
所
有
の
形
成
を
保
証
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
　
「
遠
く
地
租
改
正
条
例
施
行
以
来
の
経
験
」
が

土
地
改
革
の
唯
一
の
方
法
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
地
租
改
正
条
例
に
範
を
と
っ
た
こ
の
土
地
調
査
事
業
は
、
総
督
府
↓



地
方
庁
↓
面
長
（
村
長
）
↓
洞
里
長
（
大
字
の
長
）
．
地
主
総
代
と
い
う
系

列
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
さ
い
調
査
令
は
、
　
「
地
主
の
調
査
は

原
則
と
し
て
中
告
主
義
」
を
と
る
こ
と
を
建
て
前
と
し
、
　
「
土
地
の
所

有
者
は
、
朝
鮮
総
督
の
定
む
る
期
間
内
に
其
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称

及
び
所
在
地
の
所
在
、
字
番
号
、
四
標
（
境
界
）
、
等
級
、
地
積
、
結
数

（
一
結
は
日
本
の
約
一
町
に
当
る
）
を
臨
時
土
地
調
査
局
長
に
申
告
す

べ
し
」
　
（
第
四
条
）
と
指
示
し
た
。
一
見
合
理
的
に
み
え
る
こ
の
指
令

は
、
長
い
封
建
的
抑
圧
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
人
民
の
状
態
に
て
ら

し
て
み
る
と
き
、
け
っ
し
て
事
態
に
適
合
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
文
盲

に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
申
告
主
義
は
、
か
え
っ
て
非
道
な
も
の
で
し

か
た
か
っ
た
。
こ
の
申
告
主
義
の
な
か
に
、
両
班
（
李
朝
支
配
階
級
）

や
地
方
有
力
老
層
に
土
地
収
奪
Ｈ
集
積
を
可
能
に
さ
せ
、
日
本
帝
国
主

義
の
翼
賛
者
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
露
呈
さ
れ
て
い
た
と
い
っ

て
よ
い
。

　
と
も
あ
れ
、
土
地
調
査
泰
業
は
、
　
「
地
主
を
本
位
と
し
て
永
遠
の
基

礎
を
確
立
し
、
兼
て
土
地
所
有
権
を
確
認
」
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

皿
　
口
本
帝
因
主
義
支
配
下
の
刺
鮮
経
済
構
造
の
変
化
（
省
略
）

共
　
同
　
研
　
究
　
室

主地大人本日の道北羅全表－第

）
１
４Ｔ

５
（

９
２）

１
０Ｔ（１２９１）

４
２Ｍ（年

０
９

１
９

計共他のｋ畑『田計也イの

そ
■

畑－田

　
）

０
８
４
１

１
９
Ｍ

」
名場農

４
９
・９５ユ

６
０
・３４１

０
７
・４８２

１

３
・

８５

８
６
６
０
６
９
３
９
０
０
７
５

８
．
２
・
３
・
０
．
２
・
１
・
Ｌ
６
一
２
・
８
・
１
一
２
．

５
５
０
５
３
３
０
９
５
０
９
ユ

３
１
５
６
６
２
７
２
２
２
１
１

３
ー
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

町

　
８
　
　
　
９
０

　
１
　
　
　
（
）
９

　
５
　
　
　
５
５

　
１
■
　
　
　
（
Ｏ

２７０１

５５６

６１７

６３０１

ＯＯＯＯ０１

町
８
　
３
３

　
２
７
　
５
０

町
０
５
　
０
６
８
７

　
０
　
　
　
０
５

　
１
１
一
　
　
　
＾
Ｏ

９
５

０２１

Ｏ○ユ

１６１

－
一

７７９

５３５

６１６

５７８

町
９
２
０
８
〃
８
０
９
０
９
９
８
８

　
２
０
９
３
５
４
４

　
４
１
　
　
　
２
１

ＯＯ０１１

０２５１ Ｏ
［
ｏ

９
０

５
２

３７
－
　
■

Ｏ８９６

町
５
３
３
２
０
９
７

　
０
　
　
　
４
２
１
　
　
　
２

　
（
ｏ
　
　
　
２

０４４

Ｏ０４

０５２

Ｔ
ｍ
｝
５

　
７

　
７

９
３

５
９

７
８
０

５
３

１
０

０８６

０
２
３

４
ユ
７

２
’
　
　
３

町
１
２
１
２
１
２
５
１
Ｏ
０
３
７
５
０

　
９
９
６
３
５
４
４

　
２
　
　
　
　
　
２
１

Ｏ０４

Ｏ０５
３
５

７
２

６
０

町
Ｏ
Ｏ
０

　
６
０
９
０
８
０

［
、
勿

±腔山
川
本
倉
本
橋
崎
田
崎
谷
柴
本
谷
桐
上
拓

〃

東
細
藤
大
熊
大
宮
真
川
庇
中
橋
森
片
井
束
森
国
大
烈

　
　
Ｋ
Ｋ

〃
〃
ｒ
Ｋ

　
　
業
業

　
　
狼
実

武
塚
県

二
二
七
　
（
六
九
一
）



立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
箪
五
号
）

）在現末月
１
２年

４
３Ｍ（況状営経業農人本日道各表２箪

ｉ

計
町
８
５

７
２

７
６

２
７

１
５

人
５
４

合
５
，

７
，

８
，

７
，

９
，

２

２
４

，

６
２
■

３
１

３
－
　
１

町
一

４
２

ｉ

－４
２

人
５

１

■

南
町
１
５

、
６
１

８
７

成

　
■
人
４
０

２

■
し
．
一

」
．

町
一

５
１

５
ユ

平
‘
　
，

人
１
４

町
９
３

５
５

４
７

■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
一
ｉ
■

南

６
９

０
２

人
６
ユ

６

７

平

６
，

ユ
原

町
一

４

■

－

４

人
７

江海
町
５
２

４
７

７
１

２
９

７
３

人
４
６

８
，

９
，

４

２

黄

５
，

３

７

２
１

南
町
６
６

１
８

２
４

３
３

６
－
２

慶

５
，

２
，

５
，

３
，

７
，

３

４

３

４

２
４
１

町
８
９

ヒ
一

６
６

６
３

６
６

０
６

８
４
，

５

慶

９
，

４

１

町
姐

；
　
…
４
８

南

８
３

２
３

７
，

５
０

人
肚

５
，

７
，

１
，

３

全

７

３

ー
ヒ

＆
８

町
１
９

９
０

４
３

１
５

人
８
４

一

２
，

１
，

２
，

６
２
，

２

全

２
■

ユ

０
２

１
」
」
」
■
１
平

町
８
４

９
Ｆ
ｏ

５
Ｆ
Ｏ

１
６

「
一
」
．
．
６

人
７
０

－
志
一

４
，

７
，

２
，

ユ
６
，

３

　
３
■
　
　
　
■

１

１

６

－
ｂ
一

町
１
２

２
６

９
２

■
２

８
０

ユ

１

３

畿
，
町
９
７

１
１

９
６

Ｉ
０
７

０
；
Ｆ
ｏ

人
舷

９
，

Ｆ
ｂ
，

８
，

４
，

ユ

京
ｉ
■
－
一
　
１

１

ユ

１

畑
搬
ヱ

致

田

－

計

－
■
－
　
１
　
　
』
１
■
」
　
　
■

１

人

■

○るよに報官府督総鮮朝日
７
　
．

月
１
２年

４
４治閉

第
－
亘

吏
）

官
在

人
現

本
－
月

日塒
２

傭
Ｍ

府
（

政国韓表３

二
二
八
　
（
六
九
二
）

）在

計

７
　
３
　
３
　
２
　
３
２
　
　
１
　
７
　
’
ｏ
　
ｏ
Ｊ

６
０

６
０

０
８

現

ｏ
ｏ
　
Ｏ
）
　
（
Ｏ

１

２

合

Ｏ
，

月
ユ

２

－

ユ年

官

’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
□
　
　
　
　
　
　
　
■
５
　
８
　
８
　
（
Ｕ
　
（
ｏ
ユ
　
　
　
７
　
６
　
０

６
８

ユ
６

一
　
一
－
」
４

２
４

任

２
　
８
　
２

ユ
１
６

Ｍ
ｕ
半

（

一

官等

２
　
５
　
５
　
２
　
７
ユ
　
　
　
９
　
０
　
８

０
２

５
４

６
６

１
１
　
　
１
■

高

４

制
＼

等
一
制

府
閣
部
部
部
部
部
計

内

支

農工

官
内
内
度
法
学
商
合

一
■
１
■
一
　
　
■

ｉ
　
－
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
１

５８１Ｐ』史近最鮮朝『著共崎楢
●

叶戸

経
済
・
経
営
学
会
特
別
研
究
会
（
十
一
月
十
一
日
）

　
　
▼
テ
ー
マ
　
「
戦
後
経
済
循
環
の
性
格
」

　
　
報
告
者
　
　
山
田
盛
太
郎
氏

昭
和
四
十
年
度
第
十
回
研
究
会
（
十
一
月
十
六
日
）

　
　
▼
テ
ー
マ
　
「
私
の
研
究
遍
雁
」

　
　
靴
告
者
　
柵
沢
秀
一
氏

（
微
告
嬰
旨
は
、
　
『
立
命
鮎
経
済
学
』
十
四
巻
六
号
、
相
滞
秀
一
「
経

済
学
の
若
干
の
狐
本
閉
魎
」
を
参
照
）



昭
和
四
十
年
度
第
十
一
回
研
究
会
（
十
二
月
三
日
）

　
　
　
▼
テ
ー
マ
　
「
杜
会
主
義
杜
会
の
性
格
と
『
商
品
』
範
崎
論
」

　
　
　
報
告
者
　
芦
田
　
文
夫
氏

報
告
要
旨
　
杜
会
主
義
の
も
と
で
な
お
の
こ
さ
れ
て
い
る
商
品
生
産
と

価
値
法
則
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
旧
い
杜
会
の

名
残
り
と
新
し
い
杜
会
の
要
素
と
の
闘
争
の
な
か
で
杜
会
主
義
雄
設
を

ど
の
よ
う
に
す
す
め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
る
重
要
た
閑
題

で
あ
る
。
ソ
連
邦
共
産
党
二
十
回
党
大
会
い
ら
い
の
新
し
い
路
線
の
も

と
で
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
近
年
の
い
わ
ゆ
る
「
価
値
論
争
」
を
、

こ
れ
ま
で
の
杜
会
主
義
逃
設
の
発
展
諾
段
階
に
お
け
る
と
り
あ
っ
か
い

の
延
長
上
に
位
置
づ
け
て
検
討
を
く
わ
え
、
も
っ
て
資
木
主
義
的
生
産

様
式
か
ら
共
産
主
義
的
生
産
様
式
へ
の
移
行
の
過
波
股
陪
－
杜
会
主
養

に
お
け
る
「
商
＾
」
範
、
崎
の
法
則
的
解
閉
の
一
助
に
し
よ
う
と
す
る
の

が
ね
ら
い
で
あ
る
。

　
１
　
杜
会
主
義
碓
設
の
発
展
諦
没
陪
に
お
け
る
「
商
品
」
範
晴
の
と

　
　
り
あ
つ
か
い

　
い
二
十
年
代
。
　
「
狭
義
の
経
済
学
」
（
ブ
ハ
ー
リ
ソ
）
と
観
念
論
的

　
　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
　
室

「
価
値
論
」
（
ル
ー
ビ
ソ
）
。
拙
稿
「
”
広
義
の
経
済
学
”
否
定
論
の
系

譜
」
〈
立
命
館
経
済
学
Ｖ
＋
三
巻
一
・
二
号
、
参
照
。

　
〇
三
十
年
代
。
「
広
義
の
経
済
学
」
、
商
品
生
産
と
価
値
法
則
の
否
定
。

「
商
品
」
範
晴
の
技
術
主
義
的
容
認
。

　
い
四
十
年
代
。
「
変
容
さ
れ
た
価
値
法
則
」
。
杜
会
的
所
有
の
全
一
的

確
立
に
さ
い
し
て
も
な
お
の
こ
さ
れ
て
い
る
商
品
生
産
と
価
値
法
則
を

否
定
す
る
こ
と
は
、
杜
会
主
義
碓
設
の
全
経
験
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
労
働
に
応
じ
た
分
配
（
計
算
と
管
理
）
と
労
働
の
盟
一
賃
性
か
ら

み
ち
び
ぎ
だ
す
。
「
計
算
・
分
配
概
念
」
。
商
口
…
生
薩
ぬ
き
の
「
価
値
法

則
」
、
そ
の
客
観
的
性
格
の
否
定
。

　
Ｈ
一
九
五
二
年
ス
タ
ー
リ
ソ
『
ソ
連
邦
に
お
け
る
杜
会
士
上
義
の
経
済

的
諾
閉
題
』
に
お
け
る
飛
躍
的
画
期
。

　
そ
れ
は
、
猪
一
に
、
商
舳
生
産
の
実
存
条
件
は
生
産
手
段
の
私
的
所

有
と
杜
会
的
分
業
で
あ
る
と
い
う
古
典
の
命
題
に
も
と
づ
い
て
、
杜
会

主
義
の
も
と
で
の
そ
の
存
在
を
資
木
主
娩
か
ら
う
げ
っ
い
だ
私
的
所
有

の
母
斑
と
の
連
関
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
、

商
品
生
産
の
必
然
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
化
産
戸
段
に
た
い
す
る
国
家

的
所
有
の
形
態
と
な
ら
ん
で
脇
同
紅
今
的
所
有
の
形
態
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
に
も
と
め
、
陥
品
乍
嵯
の
範
囲
に
っ
い
て
、
そ
れ
を
岬
人
的
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
九
　
（
六
九
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
四
巻
・
第
五
号
）

費
資
料
に
か
ぎ
り
生
産
手
段
は
商
品
と
し
て
の
外
被
を
保
っ
に
す
ぎ
な

い
と
さ
れ
、
と
も
に
そ
の
さ
い
の
根
拠
が
二
つ
の
所
有
形
態
の
あ
い
だ

の
売
買
、
商
品
所
有
老
の
交
代
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
と
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
、
国
民
経
済
を
二
つ
の
セ
ク
タ
ー
に
わ
げ
、
協
同
組
合
的
所
有

だ
け
を
私
的
所
有
の
母
斑
と
の
連
関
で
と
ら
え
て
商
品
生
産
の
必
然
性

を
み
、
非
商
品
牛
産
た
る
国
家
的
所
有
に
た
い
し
て
は
そ
れ
と
の
交
換

を
っ
う
じ
て
外
か
ら
刻
印
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　
第
二
に
、
し
た
が
っ
て
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
価
値
法
則
の
作
用
に

か
ん
し
て
も
そ
れ
が
利
用
さ
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
、
と
と
も
に
厳
格

に
制
限
さ
れ
し
だ
い
に
消
減
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
、
と
い
う

而
側
而
を
も
つ
こ
と
が
正
し
く
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
、

価
仙
法
則
の
作
用
と
い
う
ぼ
あ
い
、
古
典
の
命
題
に
も
と
づ
げ
ぼ
次
の

三
っ
の
内
容
を
も
っ
も
の
と
し
て
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
。

¢
私
的
労
働
が
生
産
物
を
媒
介
に
し
て
祉
会
的
労
働
に
遠
元
さ
れ
、
陥

品
の
伽
仙
が
祉
八
ム
的
必
要
労
働
冊
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、
と
い
う
価

仇
視
定
。
こ
れ
を
共
礎
に
し
て
の
、
　
交
拠
に
た
い
す
る
視
捌
、
＠
へ

床
に
た
い
す
る
規
伽
、
す
な
わ
ち
、
祉
く
ム
的
必
要
労
働
批
と
伽
別
的
労

例
批
の
差
を
め
ぐ
っ
て
の
跳
争
の
な
か
で
労
側
力
と
牛
雌
子
帷
が
同
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
　
（
六
九
四
）

部
門
内
・
異
部
門
問
に
配
分
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
媒
介
さ
れ
て
、
一
方

で
は
生
産
力
が
、
他
方
で
は
私
的
所
有
が
発
展
し
、
単
純
商
品
生
産

の
分
解
と
資
本
主
義
的
商
品
生
産
へ
の
転
化
の
基
礎
が
っ
く
り
だ
さ
れ

る
。
ス
タ
ー
リ
ン
論
文
で
は
、
杜
会
主
義
の
諸
条
件
（
搾
取
制
度
が
一

掃
さ
れ
た
こ
と
、
生
産
の
規
制
者
　
　
労
働
力
と
生
産
手
段
の
配
分
を

、
　
　
、
　
　
、

基
本
的
に
規
定
す
る
も
の
　
　
は
杜
会
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
や
討

画
性
法
則
で
あ
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
価
値
法
則
は
厳
格
に
制
限
を
う
げ

て
は
い
る
が
、
　
交
換
に
た
い
す
る
規
制
に
か
ん
し
て
は
、
　
「
あ
る
限

界
内
で
規
制
者
」
と
な
る
、
　
生
産
に
た
い
す
る
規
制
に
か
ん
し
て
も
、

「
影
響
を
あ
た
え
る
」
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
共
産
主
義

へ
の
移
行
と
は
両
立
し
が
た
い
の
で
、
し
だ
い
に
消
減
さ
せ
ら
れ
な
け

れ
ぼ
な
ら
な
い
と
し
て
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
余
剰
農
産
物
を
商
品
流
通
の

体
系
か
ら
生
陸
物
交
換
の
体
系
へ
う
つ
し
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商

品
流
通
の
範
囲
を
縮
少
す
る
と
い
う
み
と
お
し
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
鮒
一
九
五
六
年
い
ら
い
の
「
価
仙
論
争
」
。
ス
タ
ー
リ
ソ
論
文
に
お

け
る
命
胆
が
、
杜
会
主
義
の
も
と
で
の
価
仙
法
則
の
と
り
あ
っ
か
い
に

は
な
は
だ
し
い
過
少
評
価
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
し
て
批
判
を
う
け
る

よ
う
に
た
る
。
批
判
の
要
点
は
、
第
一
に
、
商
品
生
産
の
必
然
仇
に
つ



い
て
、
国
家
的
所
有
そ
の
も
の
の
な
か
に
も
そ
の
原
因
が
も
と
め
ら
れ

な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
商
品

生
産
の
範
囲
に
つ
い
て
、
生
産
手
段
も
商
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
策
二
に
、
価
値
法
則
の
作
用
に
つ
い
て
の
過
少
評
価
、
す
な
わ
ち
、

そ
れ
を
主
と
し
て
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
生
産
物
の
流
通
の
領
域
（
お
よ
び
そ

れ
を
っ
う
じ
て
影
響
さ
れ
る
領
域
）
に
か
ぎ
り
、
利
用
・
消
滅
と
い
う

こ
と
を
そ
の
流
通
の
範
囲
い
か
ん
の
問
題
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
一
九
五
六
年
い
ら
い
の
「
仙
他
論
争
」
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、
商

品
生
産
の
必
然
性
を
な
に
に
も
と
め
る
か
に
つ
い
て
、
杜
会
的
労
働
の

未
成
熟
さ
を
強
調
す
る
ク
ロ
ソ
ロ
ー
ド
ら
の
系
列
と
、
ひ
ぎ
つ
づ
き
所

有
の
二
形
態
の
存
在
を
強
調
す
る
オ
ス
ト
ロ
ビ
ー
チ
ャ
ノ
フ
ら
の
系
列

と
に
わ
か
れ
た
。
し
か
し
後
者
に
あ
っ
て
も
、
あ
ら
た
に
国
家
的
所
有

そ
の
も
の
に
お
げ
る
物
質
的
関
心
や
箏
価
補
坂
の
原
則
が
な
ら
べ
て
折

衷
的
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
、
他
に
、
商
品
生
産
が
私
的
所
有
と
む
す
び

っ
い
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
杜
会
主
施
の
も
と
で
の
杜
会
的
所
有
と

は
本
来
両
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
存
在
そ
の
も
の
を
否
認

す
る
マ
ル
イ
シ
ェ
フ
、
ソ
ー
ボ
リ
ら
が
お
り
、
六
十
年
代
に
入
っ
て
か

ら
は
彼
等
に
た
い
す
る
集
中
的
な
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
論
争
が
す
す

め
ら
れ
て
い
っ
た
。
鳩
二
に
、
価
値
法
則
の
作
用
に
つ
い
て
、
そ
れ
は

　
　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
　
室

コ
ル
ホ
ー
ズ
生
産
物
の
流
通
の
領
域
だ
げ
に
か
ぎ
ら
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る

領
域
に
「
全
面
的
に
」
お
よ
ぶ
こ
と
、
ま
た
杜
会
主
義
の
諾
条
件
（
搾

取
制
度
の
一
掃
、
生
産
の
規
制
者
で
は
な
い
）
の
も
と
で
制
限
を
う
げ

て
い
る
か
ぎ
り
「
完
全
に
」
利
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
の
な
か
で
も

た
ら
さ
れ
る
生
産
力
の
発
展
が
消
減
の
条
件
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
こ

と
、
な
ど
が
ほ
ぽ
一
致
し
て
み
と
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
大
勢

で
あ
る
。

　
皿
　
一
九
五
六
年
い
ら
い
の
「
価
値
論
争
」
に
お
け
る
問
題
点

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
な
か
に
は
、
ス
タ
ー
リ
ソ
の
命
題
に
お
け
る
過
少

評
価
に
た
い
す
る
正
し
い
批
判
と
な
ら
ん
で
、
誤
ま
っ
た
傾
向
　
　
そ

れ
の
も
つ
両
期
的
な
積
極
面
を
無
視
し
、
古
典
の
命
越
を
は
な
れ
た

「
新
し
い
」
商
品
生
産
や
価
値
法
則
の
主
張
に
か
た
む
い
て
い
く
傾
向

　
　
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
を
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
一
つ
は
、
ほ
と
ん
ど
が
共
通
し
て
も
ち
い
る
「
特
別
な
種
類
の
商
品

生
産
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
祉
会
主
義
の
も
と
で
の
商
＾
生
陸
が
特

別
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
問
違
い
な
い
が
、
閉
越
は
そ
れ
が
意

味
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
イ
シ
ェ
フ
や
ソ
ー
ボ
リ
に
対

す
る
集
中
的
な
批
判
と
し
て
杜
八
ム
的
所
有
に
も
と
づ
く
商
品
の
存
在
が

論
証
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
私
的
所
有
に
も
と
づ
く
商
品
と
は
「
原
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
　
（
六
九
五
）
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的
に
異
な
っ
た
」
「
新
し
い
内
容
を
も
っ
」
「
杜
会
主
義
に
内
在
的
に
周

有
な
」
特
別
な
種
類
の
商
品
生
産
が
主
張
さ
れ
、
資
本
主
義
か
ら
う
げ

つ
い
だ
私
的
所
有
の
母
斑
と
の
連
関
が
た
ち
き
ら
れ
て
い
く
と
い
う
傾

向
で
あ
る
。
商
品
生
産
は
、
私
的
所
有
に
も
杜
会
的
所
有
に
も
結
合
し

う
る
、
そ
の
か
ぎ
り
で
な
に
か
中
立
的
な
も
の
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
、

杜
会
的
所
有
に
も
と
づ
く
杜
会
主
義
の
も
と
で
は
「
も
っ
と
も
発
展
し

た
商
品
生
産
」
と
な
る
と
ま
で
い
わ
れ
る
。
商
品
生
産
や
価
値
法
則
を

利
用
せ
ざ
る
を
え
た
い
杜
会
主
義
段
階
で
の
未
成
熟
を
、
資
本
主
義
構

成
体
か
ら
の
名
残
り
と
の
連
関
に
お
い
て
で
は
な
く
、
共
産
主
義
構
成

体
の
低
い
段
階
に
固
有
の
新
し
い
も
の
と
の
連
関
に
お
い
て
と
ら
え
よ

う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
商
品
生
産
を
私
的
所
有
、
賓
本
主
義
か
ら
う
け
つ
い

だ
そ
の
丹
斑
と
の
連
関
を
は
な
れ
て
は
主
張
し
え
な
い
と
考
え
る
。
た

だ
こ
れ
を
、
ス
タ
ー
リ
ソ
命
題
の
よ
う
に
協
同
糾
合
的
所
有
に
の
み
か

ぎ
っ
て
み
る
の
で
は
な
く
て
、
一
九
五
六
年
い
ら
い
の
「
価
仇
論
争
」

が
お
し
え
て
い
る
よ
う
に
国
家
的
所
有
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
み
な
け

れ
ぼ
な
ら
な
い
。
す
た
わ
ち
、
牛
産
手
段
が
す
で
に
礼
く
ム
的
所
有
に
う

つ
し
か
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
共
産
主
義
的
全
人
民
的
所
有

側
と
は
異
た
っ
た
杜
会
主
義
的
全
人
民
的
所
有
制
の
殴
陪
に
お
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二
　
（
六
九
六
）

よ
り
よ
い
生
産
手
段
を
よ
り
多
く
も
っ
て
い
る
国
有
企
業
は
よ
り
わ
る

い
生
産
手
段
を
よ
り
少
な
く
も
っ
て
い
る
国
有
企
業
よ
り
も
、
同
じ
生

き
た
労
働
量
の
投
入
の
も
と
で
よ
り
多
く
の
利
潤
を
え
、
そ
の
一
部
分

が
そ
の
企
業
集
団
も
し
く
は
労
働
者
に
帰
属
す
る
。
物
質
的
関
心
の
原

則
、
企
業
の
相
対
的
独
立
性
　
　
経
済
計
算
制
の
原
則
は
、
こ
の
資
本

主
義
か
ら
う
け
つ
い
だ
私
的
所
有
の
母
斑
が
自
己
を
実
現
す
る
形
態
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
所
有
制
の
面
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
権
利
の

名
残
り
が
基
礎
と
な
っ
て
、
労
働
や
分
配
の
面
に
お
け
る
未
成
熟
が
う

み
だ
さ
れ
て
い
く
。

　
二
つ
は
、
価
値
法
則
が
「
全
面
的
に
」
　
「
完
全
に
」
利
用
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
ぼ
し
ぼ
、
杜
会
主
義
の
も

と
で
の
価
値
法
則
の
作
用
の
う
ち
、
　
生
産
に
た
い
す
る
規
制
の
否
定

な
い
し
過
少
評
価
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
作
用
を
認
め
る
論
老

に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
生
座
力
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
側
面
に
の
み
か

か
わ
ら
せ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
ぼ
あ
い
が
多
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
市
典
の
命
題
に
そ
く
し
た
ス
タ
ー
リ
ソ
論
文
で
の
正

し
い
指
摘
、
杜
く
ム
羊
義
の
諦
条
件
に
よ
っ
て
価
仇
法
則
が
厳
格
に
例
眼

を
う
け
て
は
い
て
も
、
¢
価
仇
規
定
、
◎
交
扱
に
た
い
す
る
規
例
、
の

み
な
ら
ず
、
＠
牛
産
に
た
い
す
る
規
制
に
お
い
て
も
そ
の
作
用
を
お
よ



ぼ
す
、
と
す
る
指
摘
が
引
継
が
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ

う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
も
と
で
、
一
方
で
生
産
力
の
発
展
が
も
た
ら

さ
れ
て
い
く
だ
げ
で
な
く
、
他
方
で
生
産
関
係
の
発
展
に
か
ん
し
て
価

値
法
則
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
独
自
の
運
動
が
と
わ
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
生
産
手
段
と
労
働
力
の
配
分
が
基
本
的

　
、
　
　
、

　
に
は
杜
会
主
義
の
基
本
的
経
済
法
則
や
計
画
性
法
則
と
呼
ば
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
（
生
産
の
規
制
老
）
と
し
て
も
、
な
お
、
副
次

　
、
　
　
　
、的

に
価
値
法
則
に
よ
っ
て
作
用
を
う
け
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
私
的
所

有
の
母
斑
が
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
く
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ

が
、
　
「
価
値
論
争
」
の
実
践
的
帰
結
と
し
て
の
周
知
の
「
利
潤
」
導
入

を
め
ぐ
っ
て
具
体
的
に
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ソ
連
邦
で
は
当

面
の
主
要
な
課
題
が
「
共
産
主
義
の
物
質
的
技
術
的
土
台
の
建
設
」
と

、
し
て
お
か
れ
、
「
商
品
範
曉
」
「
物
質
的
関
心
」
の
完
全
た
利
用
と
結
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

さ
れ
た
「
企
業
の
自
主
性
の
強
化
」
を
主
要
な
テ
コ
と
し
て
達
成
さ
れ

　
よ
う
と
し
て
い
る
。
よ
り
多
く
あ
た
え
る
も
の
が
よ
り
多
く
を
う
け
と

　
る
、
す
な
わ
ち
、
杜
会
的
必
要
労
働
量
と
伽
別
労
働
量
の
差
と
し
て
の

利
潤
の
一
部
分
が
企
業
集
団
や
労
働
者
に
帰
属
し
そ
の
生
産
拡
大
や
報

償
に
む
け
ら
れ
る
が
、
も
っ
ば
ら
こ
の
利
潤
に
た
い
す
る
物
質
的
刺
激

を
い
っ
そ
う
坤
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
力
の
発
展
が
は
か
ら
れ

　
　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
　
室

る
。
そ
れ
は
、
当
然
、
企
業
の
白
主
的
投
資
の
増
大
、
資
材
技
術
供
給

か
ら
直
接
契
約
制
へ
の
移
行
、
賃
金
フ
オ
ン
ド
の
枠
の
撤
廃
と
っ
な
が

る
た
め
に
、
労
働
力
と
生
産
手
段
の
配
分
に
お
け
る
国
民
経
済
の
計
画

原
理
と
企
業
の
経
済
計
算
制
原
理
と
の
相
互
関
係
（
統
一
と
対
立
の
両

側
面
を
も
っ
た
）
の
問
題
を
ひ
き
お
こ
し
て
く
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
、

す
す
ん
だ
企
業
集
団
、
労
働
者
と
お
く
れ
た
企
業
集
団
、
労
働
老
と
の

質
的
量
的
格
差
、
資
本
主
義
か
ら
う
け
つ
い
だ
私
的
所
有
の
母
斑
を
固

定
化
・
拡
大
化
す
る
と
い
う
問
題
を
ひ
き
お
こ
し
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
こ
と
は
、
杜
会
主
義
段
階
に
お
け
る
価
値
法
則
の
利
用
に
よ
る
生

産
力
発
展
の
必
然
性
の
側
面
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
基
本
的
経

済
法
則
や
計
画
性
法
則
の
媒
介
す
る
運
動
が
よ
り
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
杜
会
の
糸
残
り
が
制
限
さ
れ
、
克
服
さ
れ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
仰
口
と
正
し
く
結
合
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
の
で
あ
る
。

　
皿
　
二
十
回
党
大
会
い
ら
い
の
新
し
い
路
線
と
の
つ
な
が
り

　
近
年
の
「
価
値
論
争
」
が
こ
の
よ
う
Ｊ
ば
傾
向
を
ふ
く
ん
で
い
た
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
二
十
同
党
大
会
い
ら
い
の
新
し
い
建
設
路
線
と
っ
な

が
り
を
も
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
す
な
わ
ち
、
一
九
五
七
年
ご
ろ
を

さ
か
い
に
し
て
、
困
際
的
・
国
内
灼
喘
級
閉
争
が
一
変
し
て
新
し
い
股

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
　
（
六
九
七
）
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階
に
た
ち
い
た
っ
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
一
方
で
国
際
的
に
は

杜
会
主
義
世
界
体
制
と
資
本
主
義
世
界
体
制
と
の
あ
い
だ
の
矛
盾
が
基

本
的
と
な
り
、
帝
国
主
義
は
そ
の
立
場
に
た
つ
政
策
を
実
施
す
る
物
質

的
基
盤
を
失
な
い
、
そ
の
主
要
た
舞
台
が
物
質
的
生
産
の
領
域
に
移
っ

て
平
和
共
存
の
も
と
で
の
経
済
競
争
と
し
て
た
た
か
わ
れ
る
、
他
方
で

国
内
的
に
は
　
　
敵
対
的
階
級
が
消
減
し
、
二
つ
の
友
好
的
階
級
の
差

異
も
消
減
し
つ
つ
あ
る
、
し
た
が
っ
て
ブ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁
の
必

要
も
な
く
な
り
、
生
産
力
の
発
展
、
労
働
生
産
性
と
技
術
的
進
歩
（
共

産
主
義
の
物
質
的
技
術
的
土
台
の
建
設
）
に
も
と
づ
く
生
活
水
準
の
大

巾
引
上
げ
が
残
さ
れ
た
主
要
な
課
題
と
な
る
。
階
級
と
階
級
闘
争
の
消

滅
と
い
う
認
識
が
、
生
産
関
係
の
基
礎
に
お
け
る
資
本
主
義
か
ら
う
け

つ
い
だ
私
的
所
有
の
母
斑
の
否
定
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
杜
会
主
義
段

階
で
の
未
成
熟
は
、
資
本
主
義
構
成
体
か
ら
の
名
残
り
で
は
な
く
て
、

共
産
主
義
構
成
体
の
低
い
段
階
に
固
有
な
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
ソ
連
邦
や
東
欧
の
多
く
の
杜
会
主
義
諦
因
の
こ
の
よ
う
な
と
ら
え

か
た
に
対
し
て
は
、
中
国
な
ど
か
ら
、
杜
会
主
義
股
階
で
の
こ
さ
れ
て

い
る
階
級
と
階
級
闘
争
の
存
在
、
旧
杜
会
の
名
残
り
の
存
在
を
み
な
い

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
肯
定
し
、
美
化
し
、
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
非

マ
ル
ク
ス
主
義
的
見
解
で
あ
る
と
し
て
批
判
が
だ
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
　
（
六
九
八
）

　
以
上
、
ソ
連
邦
の
よ
う
な
立
場
が
杜
会
主
義
段
階
で
の
商
品
生
産
と

価
値
法
則
に
適
用
さ
れ
た
結
果
が
、
第
一
に
は
、
．
生
産
手
段
の
私
的
所

有
と
き
り
は
な
さ
れ
た
「
特
別
な
種
類
の
商
品
生
産
」
と
な
る
こ
と
、

第
二
に
は
、
価
直
法
則
の
作
用
の
う
ち
生
産
に
た
い
す
る
規
制
が
無
視

な
い
し
過
小
評
価
さ
れ
、
そ
れ
が
私
的
所
有
の
母
斑
の
運
動
を
媒
介
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
生
産
力
の
発
展
の
側
面

と
だ
け
む
す
び
っ
げ
ら
れ
て
「
全
面
的
な
」
　
「
完
全
な
」
利
用
と
な
る

こ
と
、
そ
し
て
結
局
は
、
古
典
の
命
題
を
は
な
れ
た
「
新
し
い
」
商
品

生
産
と
価
値
法
則
の
発
明
に
み
ち
び
く
と
い
う
つ
な
が
り
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。

意
見
交
換
　
報
告
終
了
後
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
意
見
交
換
が
お
こ
な

わ
れ
た
。
Ｈ
杜
会
主
義
段
階
の
過
渡
的
性
格
を
、
ソ
連
邦
で
は
主
と
し

て
生
産
力
の
未
成
熟
に
か
か
わ
ら
せ
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

目
国
家
的
所
有
に
お
げ
る
私
的
所
有
の
母
斑
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、

そ
れ
と
関
連
し
て
生
産
手
段
の
所
有
と
い
う
概
念
の
内
容
を
、
生
産
手

段
に
た
い
す
る
管
理
・
運
用
な
ど
の
次
元
に
ま
で
具
体
化
し
て
展
開
し

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
目
杜
会
的
所
有
が
確
立
し
て
お
れ
ぼ
、
「
商
品
」

範
瞬
を
全
面
的
に
完
全
に
利
用
し
て
も
、
さ
し
て
心
配
は
な
い
の
で
は

な
い
か
、
陶
「
国
際
価
値
論
争
」
と
の
関
係
、
な
ど
で
あ
る
。


